
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

◆ホール◆ （以下すべて税込み、単位：円）

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日

平日 120,200 240,800 267,300 534,900 173,900 320,900 374,400 748,800

休日等 173,900 320,900 374,400 748,800 240,800 468,000 534,900 1,069,700

平日 53,400 107,000 120,200 240,800 80,300 160,400 187,300 361,000

休日等 80,300 160,400 187,300 361,000 120,200 240,800 280,800 534,900

平日 17,500 34,900 40,100 80,300 26,900 52,200 60,300 120,200

休日等 26,900 52,200 60,300 120,200 40,100 77,500 90,900 173,900

◆リハーサル室・練習室・研修室◆

午前 午後 夜間 全日

平日 9,500 17,500 20,100 40,100

休日等 13,300 25,500 30,800 60,300

練習室１ 2,010 4,010 4,680 9,370

練習室２ 1,220 2,280 2,690 5,340

練習室３ 1,610 3,210 3,750 7,370

研修室　 16,010 20,140 ※26,810 ※57,600

 ※ 研修室の夜間区分における使用は、ホールとの併用使用の場合に限る。

◆ホワイエその他の部分利用◆

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日

平日 24,040 48,160 53,460 106,980 34,780 64,180 74,880 149,760

休日等 34,780 64,180 74,880 149,760 48,160 93,600 106,980 213,940

平日 10,680 21,400 24,040 48,160 16,060 32,080 37,460 72,200

休日等 16,060 32,080 37,460 72,200 24,040 48,160 56,160 106,980

◆備考◆

・入場料（参加費等、入場料に類する金銭を含む）は、その最高額で区分します。

・「休日等」は土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定された休日とします。「平日」はそれ以外の日と

　します。

・ホールをリハーサルや準備・後片付けなどのために利用する場合の使用料は、この表に定める額の7割に相当する額

　とします。

・この表に定める使用時間帯を超え、延長して使用する場合は、１２：００～１３：００までの間は午前、１７：００

　～１８：００までの間は午後、２２：００以降は夜間とし、その区分に従いそれぞれの使用料の額を時間割計算によ

　って算出した額の１３０％に相当する額を加算して徴収します。

　この場合、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを１時間とします。

　※延長利用が可能な条件・詳細については、裏面 注意事項「施設の時間延長利用について」をご参照ください。

　例）大ホール・休日等・入場料3,001円以上・本番夜間区分・２３時まで使用の場合（1時間延長）

　　534,900 ÷ 4時間（18時～22時） × 130％ ＝ 延長料：173,842円

・別途、当日のご利用に応じて付帯設備利用料金が必要です。

 施　設　使　用　料　の　ご　案　内 

中ホール

小ホール

入場料区分：　0円～3,000円 入場料区分：　3,001円～

大ホール

入場料区分：　0円～3,000円 入場料区分：　3,001円～

大ホール
ホワイエ

リハーサル室

中ホール
ホワイエ

メ イ ン ロ ビ ー

建 物 外 部

大ホールホワイエと同額

無料

＜使用時間帯＞

午前： 9：00 ～ 12：00

午後：13：00 ～ 17：00

夜間：18：00 ～ 22：00

全日： 9：00 ～ 22：00
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◆注意事項◆　

・施設使用承認申請書（一式）のご提出をもって申請受付となります。（電話でのお申し込みはできません）

・受付時間内（9：00～17：00）で窓口のお申し込みを優先し、受付いたします。

　受付時間外にお申し込みをされた場合は、受付の順番が前後する場合がございますのでご了承ください。

・施設の時間延長利用について

　 延長利用は申請時には申し込みできません。

 　区分の時間を超えての利用が見込まれる場合は、次の区分も併せてお申し込みください。

 　ご利用当日、やむなく承認された時間を超えて利用された場合、延長料金を利用当日現金でご精算いただきます。

 　なお、延長利用は次の場合に限ります。

（１）次の区分に他の予約がない場合

（２）ご利用最終日の撤収作業のための延長（原則1時間）

（３）本番日の午前区分の前延長（最大１時間）

　　　　　（打ち合わせにて必要と判断した場合 ※別途申請要）

　 ※やむなく退館が23時を過ぎる場合、施設利用延長料金の他に以下の深夜対応料金が発生いたします。

　　　　  大ホール：117,600円、中ホール：107,800円、小ホール：49,000円

　　　　（増員がある場合は、別途追加料金あり）

・施設の下見は、1催事につき１回限り（30分程度）とさせていただきます。（ご希望の場合のみ応相談）

　備品や電源の使用、楽器の試奏などはできません。

　なお、合同でのご案内や施設の状況などによりお受けできない場合がありますのでご了承ください。
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